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地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、大気中の温室効果ガス

の濃度を適切な水準に安定させ、地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、本県

においてもこの課題に積極的に取り組むことが必要です。そこで、本県における地球温暖化

対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する県、事業者及び県民の責

務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めた「鳥取県地球温暖化対策条例」

（以下「条例」という。）を平成 21 年３月 27日に制定しました。 

条例は大きく３つに分かれており、平成 21 年６月１日に一部施行、平成 22 年４月１日に

全面施行となります。次ページ以降で説明する取組計画の作成・提出等は、平成 22 年４月１

日施行です。 

県の温室効果ガスの排出量・削
減目標等の情報を県民で共有

低炭素社会づくりに向けた規範
等を明示

■廃棄物の削減（再使用、再生利用の

促進）

■太陽エネルギーなどの再生可能エネ

ルギーの積極的利用

■森林の保全、県産材の利用促進

■環境物品等の利用促進

■自動車の使用に代えた公共交通機

関の利用促進

■自動車等アイドリングストップの推進

■自動車販売時の自動車の環境性能

の説明義務

■省エネ性能の高い電気機器等の利

用促進

■電気機器販売時の電気機器等の省

エネ性能表示、説明義務

■鳥取県に県内の温室効果ガス排出

量の削減・吸収目標量等を含む「対

策計画」の策定を義務付け。県は計

画実施状況を毎年公表。

特定事業者・特定建築主の温
室効果ガスの排出量・削減目標
等の情報を県民で共有

■特定事業者（県内の工場等におけ

る原油換算エネルギー使用量が

1,500kl以上の事業者等）に温室効

果ガス排出量の目標、目標達成の

ための取組を含む「取組計画」（３年

分）の作成・提出、計画達成状況の

毎年の報告を義務付けし、計画及

び達成状況報告の概要を原則毎年

公表。

■特定建築主（2,000㎡以上の建築物

の新築、増築、改築を行う者）に建

築物の温室効果ガスの排出抑制等

に関する「環境配慮計画」の作成・

提出、工事の完了時の計画の達成

状況報告を義務付けし、計画及び

達成状況報告の概要を公表。

■計画を提出した事業者又は建築主

の取組が十分でないと認めるときは、

県が必要な指導を実施。

■計画を提出しないとき、指導に従わ

ないときは、勧告・公表。

平成21年6月1日施行部分 平成22年4月1日施行部分

 

１ 鳥取県地球温暖化対策条例の概要 
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取組計画の作成・提出等は、県内の事業者が作成する温室効果ガス排出量の目標・目標達

成のための計画を県民で共有することによって、事業者の温室効果ガス削減の取組意識の向

上や温暖化防止取組の促進を目的として特定事業者に義務付けするものです。 

なお、特定事業者とはならない事業者が自主的に取組計画を作成・提出されても構いませ

ん（公表の対象となります）。 

 

【対象者】鳥取県内の工場等において多量に温室効果ガスを排出する事業者（特定事業者） 

（特定事業者の定義については、P.6 をご覧ください。） 

【内容】 

（１）取組計画（３年分）の作成・提出の義務付け 

（２）計画達成状況の毎年度の報告を義務付け 

（３）提出された計画及び報告の概要を県がホームページ等で公表 

（４）計画を提出した事業者の取組が十分でないと認めるときには県が必要な指導を実施

（５）計画を提出しないとき又は指導に従わないときは県が勧告・公表 

 

取組計画におけるエネルギーや特定事業者の考え方は、平成 20 年度に改正された「エネル

ギーの使用の合理化に関する法律」（以下「改正省エネ法」という。）に基づいています。 

 

 

取組計画で報告対象となるエネルギーは、改正省エネ法に定める燃料、熱、電気をいいます。 

燃料 （対象） 

・ 原油及び揮発油（ガソリン）、重油、その他石油製品（ナフサ、灯油、軽油、石

油アスファルト、石油コークス、石油ガス） 

・ 可燃性天然ガス 

・ 石炭及びコークス、その他石炭製品（コールタール、コークス炉ガス、高炉ガ

ス、転炉ガス）であり、燃焼その他の用途（燃料電池による発電）に供するもの 
熱 （対象） 

・ 「燃料」に示す燃料を熱源とする熱（蒸

気、温水、冷水等） 

（対象外） 

・ 「燃料」に示す燃料を熱源としない

熱であることが特定できる熱（太陽

熱、地熱等） 

電気 （対象） 

・ 「燃料」に示す燃料を起源とする電気 

（対象外） 

・ 「燃料」に示す燃料を起源としない

電気であることが特定できる電気（太

陽光発電、風力発電、廃棄物発電等） 

 （出典：『改正省エネ法の概要 2010』（資源エネルギー庁）） 

３ 取組計画におけるエネルギーとは？ 

２ 取組計画作成・提出等の目的 
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取組計画作成・提出等の流れは、下記のとおりです。 

取組計画は、３年分を初年度７月末まで（平成 22 年度に限り 11月末まで）に作成・提出

してください。達成状況報告は、年度ごとに翌年度７月末までに作成・提出してください。 

なお、改正省エネ法と異なり、事業者から県へエネルギー使用状況の届出は必要ありませ

んし、県から特定事業者の指定もありません。 

 

取組計画（３か年分）を作成
・計画期間
・温室効果ガス総排出量に関する目標
・目標を達成のための取組 など

初年度7月末

までに提出
提出された取組計画
を確認し、公表

達成状況報告を作成
（初年度分）

翌年度7月末

までに提出
提出された報告を確
認し、公表

達成状況報告を作成
（２年度分）

提出された報告を確
認し、公表

達成状況報告を作成
（３年度分）

提出された報告を確
認し、公表

翌年度7月末

までに提出

翌年度7月末

までに提出

【特定事業者等】 【鳥取県】
（平成22年度に限り、取組
計画提出は11月末まで）

 
計画期間と達成状況報告時期の関係は下記のとおりです（平成 28年度以降は略）。 

H26H25 H27H24H23H22H21 H26H25 H27H24H23H22H21

H22～H24

H23～H25

H24～H26

H25～H27

特定事業者の要
件を満たした年
度及び基準年度

達成状況報告
時期

（年度は4月～3月）

計画期間

 

下記の変更があった際には、変更計画の提出をお願いします。変更時の提出書類は、取組

計画作成時と同じです。 

（１）工場等の新たな設置や廃止があった場合 

（２）温室効果ガス総排出量に関する目標を変更する場合 

４ 取組計画作成・提出等の流れ 
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取組計画作成・提出の対象者は次の表のとおりです。 

特定事業者 計画作成・提出等を義務付けています。 

特定事業者以外の事業者 計画作成・提出等を義務付けていません。 

自主的に計画作成・提出される場合は、公表対象となります。 

 

条例での特定事業者の定義は下記のとおりです。取扱は改正省エネ法と同様ですが、鳥取

県内に有する工場等、鳥取県内で保有する自動車が対象範囲となります。 

（１）鳥取県内に有するすべての工場・事務所等の原油換算エネルギー使用量が、前年度

1,500kl 以上の事業者（改正省エネ法に規定されるフランチャイズチェーンも含む。） 

（２）鳥取県内での前年度末時点での自動車等保有台数が次のいずれかに該当する自動車運

送事業者 
・貨物自動車運送事業法に基づくトラックを 200 台以上保有 

・道路運送法に基づくバスを 200 台以上保有 

・道路運送法に基づくタクシーを 350 台以上保有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年間のエネルギー使用量が1,500kl以上となる事業者の目安】 

小売店舗 延べ床面積 約３万m2 程度  コンビニエンスストア 30～40店舗 程度 

オフィス・ 

事務所 

電力使用量 約600万kWh/年程度  ファーストフード店 25店舗 程度 

ホテル 客室数 300～400室 程度  ファミリーレストラン 15店舗 程度 

病院 病床数 500～600床 程度  フィットネスクラブ ８店舗 程度 

（注）事業所の立地条件（所在地等）や施設の構成（シティホテルとビジネスホテル、総合

病院と療養型病院）等によって異なるため、一般的な目安として例示しています。 
（出典：『改正省エネ法の概要 2010』（資源エネルギー庁）） 

５ 取組計画作成・提出等の対象者（特定事業者とは？） 

トラック 200 台以上保有 バス 200 台以上保有 タクシー350 台以上保有 

1,200kl  ＋   500kl   ＋   100kl  = 1,800kl 

工場 

事務所 

営業所 

 ( ≧ 1,500kl ) 40kl × 30 店 ＋ 500kl  = 1,700kl ( ≧ 1,500kl ) 

本部(500kl) 
【フランチャイズチェーン】 

直営店 (40kl) 加盟店 (40kl) 

（直営店・加盟店計 30 店） 



7 

【フランチャイズチェーン事業について】 

フランチャイズチェーンの加盟店については、本部と加盟店との約款等にエネルギー使用

の条件に関する事項（エネルギー使用状況報告等）が記載されている加盟店が対象となりま

す。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー使用の条件に関する事項は下記の（１）及び（２）です。 

（１）本部が加盟店に対し、エネルギーの使用の状況を報告させることができること。 
（２）加盟店の設備に関し、次のア～エのいずれかを指定していること。 
  ア 空気調和設備の機種、性能又は使用方法 

  イ 冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法 

  ウ 照明器具の機種、性能又は使用方法 

  エ 調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法 

 

（出典：『改正省エネ法の概要 2010』（資源エネルギー庁）） 

直営店 

本部 

A 社 

◇事業 

Ａ社との約款でエネルギー使用

の条件に関する事項の記載あり 

→Ａ社（特定事業者）の対象 

Ａ社との約款でエネルギー使用

の条件に関する事項の記載なし

→Ａ社（特定事業者）の対象外 

加盟店を設置しているＢ社は、Ｂ

社及び加盟店の使用量が対象 

(計 900kl) 

(A 社計 1,300kl) 

◇事業 

(計 700kl) 

Ｂ社設置加盟店 

Ｂ社設置加盟店 

B 社 

加盟店設置事業

者（特定事業者） 

(計 500kl) 

【Ａ社報告】 
1,300kl+900kl 

=2,200kl(≧1,500kl) 

【Ｂ社報告】 
500kl+900kl+700kl 

=2,100kl(≧1,500kl) 

（連鎖化事業を実施

する特定事業者） 
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原油換算エネルギー使用量の算出方法は、改正省エネ法に同じです。条例では、鳥取県内

の工場等が対象となります。 

（１）鳥取県内に有するすべての工場・事務所等で使用した燃料、熱、電気ごとの年間使用

量を集計（電気・ガスは、毎月の検針票に示される使用量）。 

（２）（１）で集計した使用量に、燃料、熱、電気ごとの換算係数を乗じ、熱量（GJ）を算出。 

（３）燃料、熱、電気ごとの熱量（GJ）を合計し、合計使用熱量（GJ）を算出。 

（４）（３）の合計使用熱量（GJ）に 0.0258（kl/GJ）を乗じ、原油換算エネルギー使用量（kl）

を算出。 
 

中国経済産業局、

（財）省エネルギー

センター等のホーム

ページに掲載されて

いるエクセルファイ

ルを御利用ください

（内容は同じです）。

条例のホームページ

からもリンクしてい

ます。 

 

 

http://www.chugo

ku.meti.go.jp/topi

cs/energy/kanikeis

an.xls 

http://www.eccj.

or.jp/law06/xls/03

_00.xls 

 

 

６ 原油換算エネルギー使用量の算出方法 

単位 数値 熱量 GＪ 数値 単位

ｋｌ 38.2 GＪ/ｋ ｌ
ｋｌ 35.3 GＪ/ｋ ｌ
ｋｌ 34.6 GＪ/ｋｌ
ｋｌ 33.6 GＪ/ｋｌ
ｋｌ 36.7 GＪ/ｋｌ
ｋｌ 37.7 GＪ/ｋｌ
ｋｌ 39.1 GＪ/ｋｌ
ｋｌ 41.9 GＪ/ｋｌ
ｔ 40.9 GＪ/ ｔ
ｔ 29.9 GＪ/ ｔ
ｔ 50.8 GＪ/ ｔ

千ｍ３ 44.9 GＪ/千ｍ ３

ｔ 54.6 GＪ/ ｔ
千ｍ３ 43.5 GＪ/千ｍ ３

ｔ 29.0 GＪ/ ｔ
ｔ 25.7 GＪ/ ｔ
ｔ 26.9 GＪ/ ｔ
ｔ 29.4 GＪ/ ｔ
ｔ 37.3 GＪ/ ｔ

千ｍ３ 21.1 GＪ/千ｍ ３

千ｍ３ 3.41 GＪ/千ｍ ３

千ｍ３ 8.41 GＪ/千ｍ ３

千ｍ３ 46.0 GＪ/千ｍ ３

* GJ/*

** GJ/**

GＪ 1.02
GＪ 1.36
GＪ 1.36
GＪ 1.36

昼間買電 千ｋWh 9.97 GJ/千ｋWh

夜間買電 千ｋWh 9.28 GJ/千ｋWh

上記以外の買電 千ｋWh 9.76 GJ/千ｋWh

自家発電 千ｋWh （     　　     ）  GJ/千ｋWh

千ｋWh

0.0258 kl/GJ

1,500kl以上 判定

1,500　kl未満 届出様式

ナフサ

産業用蒸気
産業用以外の蒸気

温水

Ａ重油
Ｂ・Ｃ重油

原油

揮発油（ガソリン）

白地のセルに入力してください。

液化石油ガス(ＬＰＧ)

エネルギー使用量の簡易計算表

エネルギーの種類
使用量 換算係数

石油アスファルト
石油コークス

原料炭

一般炭石炭

石油系炭化水素ガス
石油ガス

原油換算  ｋｌ

電
気

燃
 
料
 
及
び

 
熱

石炭コークス
コールタール
コークス炉ガス

原油のうちコンデンセート（ＮＧＬ）

灯油
軽油

液化天然ガス(ＬＮＧ)

その他可燃性天然ガス

小計②

その他の
燃料

都市ガス　１３Ａ

一般電気事業者

冷水

無煙炭

可燃性
天然ガス

－－－

入力待ち

高炉ガス
転炉ガス

(換算係数）

合   計  GＪ　（③＝①+②）

特定事業者（特定連鎖化事業者）

指定なし

その他

小計①

（財）省エネルギーセン
ター、中国経済産業局ホーム
ページからダウンロードでき
ます

この列に、鳥取県内
の工場等で年間に使
用している原油等の
数量を入力してくだ
さい。原油換算エネ
ルギー使用量が自動
計算されます。

この数字が1,500以上であれば、県条
例の「特定事業者」となります。

届出様式については省エネ法の内容です。県条例には関係ありません。
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条例、改正省エネ法及び平成 20 年度に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」

を比較すると次の表のとおりです。 

 

 鳥取県地球温暖化対

策条例 

エネルギーの使用の

合理化に関する法律

（改正省エネ法） 

地球温暖化対策の 

推進に関する法律 

対象者の要件 

 

・ 鳥取県内の工場等

の原油換算エネル

ギー使用量が、前

年度1,500kl以上

（フランチャイズ

チェーン含む） 

・ 前年度末時点でト

ラック若しくはバ

スを200台以上、又

はタクシーを350

台以上保有 

・ 全国の工場等の原

油換算エネルギー

使用量が、前年度

1,500kl以上（フラ

ンチャイズチェー

ン含む）（工場・事

業場） 

※輸送事業者他の要

件は略しています 

・ 改正省エネ法の報

告対象者 

・ 算定対象の事業活

動が行われており、

温室効果ガスの種

類ごとに全ての事

業所の排出量合計

がCO2換算で3,000

トン以上かつ、事業

者全体で常時使用

する従業員が21人

以上の事業者 他 
エネルギー使用状況

の届出および特定事

業者等の指定 

－（規定なし） ○（規定あり） －（規定なし） 

エネルギー管理者等

の選任及び届出 

－（規定なし） ○（規定あり） －（規定なし） 

対象となる温室効果

ガス 

エネルギー起源のCO2 エネルギー起源のCO2 CO2を含む６種類の温

室効果ガス 

努力目標 －（規定なし） ○（事業者ごとに原単

位年平均１％以上の

低減、業種ごとのベン

チマーク） 

－（規定なし） 

計画書の作成・提出 ○（取組計画書） ○（中長期計画書） －（規定なし） 

報告書の作成・提出 ○（達成状況報告書） ○（定期報告書） ○（温室効果ガス算定

排出量の報告書） 

計画書・報告書公表 ○（規定あり） －（規定なし） ○（規定あり） 

 

 

７ 条例と法律の比較 
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次ページから、様式第１号（事業者取組計画書）、様式第２号（温室効果ガス排出量内訳書）

及び様式第３号事業者（達成状況報告書）の記載例を示しています。 

○ 改正省エネ法の努力目標（事業者ごとに原単位年平均１％以上の低減）や東京都の「都民

の健康と安全を確保する環境に関する条例」の総量削減義務（事業所ごとに５年間で６～８％

の温室効果ガス排出量削減）のような数値の設定は、この条例においては行っていません。

ただし、計画書や報告書に記載された取組が十分でないと認める場合には必要な措置を講ず

るよう県が指導する場合があります。 

○ 記載例の削減目標は、簡単な数字（５％）で「温室効果ガスの排出量等」（総排出量）も「原

単位当たりの温室効果ガスの排出量等」も減少していますが、減少しなければならないもの

でも、５％でなければならないものでもありません。各社の活動状況等に応じた目標を設定

してください。 

○ 計画書、報告書等の提出先は下記のとおりです。提出部数は１部（正本）です。郵送又は

直接持参をお願いします。提出前に県の確認を希望される場合は、ファイルを電子メールで

送られるか、県にお尋ねください。 

 

【提出する書類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組計画・達成状況報告の提出先】 

〒680-8570 鳥取市東町一丁目 220 番地（郵便番号を記載すれば住所を省略できます） 

鳥取県 生活環境部 環境立県推進課 環境実践推進担当 

電話：0857-26-7875 ファクシミリ：0857-26-8194 

電子メール： kankyourikken@pref.tottori.jp 

８ 計画書等の記載例 

様式第１号 

計画書 

（全体） 

様式第２号 

内訳書（基準

年度・用途区

分ごと） 

様式第２号 

内訳書 

（全体） ＋ ＋ 

様式第２号 

内訳書（目標

年度・用途区

分ごと） 

＋ 

それぞれまとめた書面でも可（P.18） 

様式第２号 

内訳書（報告

年度・用途区

分ごと） 

様式第２号 

内訳書 

（全体） ＋ ＋ 

まとめた書面で

も可（P.18） 

取組計画（変更時も） 

達成状況報告 

様式第３号 

報告書 

（全体） 



様式第１号（第５条、第７条関係）

平成２２年７月１日

届出者 住所 鳥取県鳥取市東町一丁目２２０番地

氏名 鳥取県株式会社
代表取締役 鳥取 太郎

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

住所（主たる事
業所の所在地）

鳥取県株式会社

代表取締役 鳥取 太郎

主たる業種 19

計 画 期 間 ～

2,495.6 ｔ 2,370.8 ｔ △ 5.0 ％

用途区分
原単位の

指標
二酸化炭素換算

生産額
二酸化炭素換算

延床面積
二酸化炭素換算

（売電量） kWh ｔ

（熱供給量） GJ ｔ

（購入量） ｔ

- - - 10 ｔ

（購入量） ｔ

10 ｔ

△ 5.0 ％
営業部門（米
子営業所）

％

0.019

平成２２年４月

再生可能エネルギーの利用
による二酸化炭素の排出削
減の量等を表すものの購入

生産額及び延床面積を原単位として、各5%の温室効果ガス排出量の削減
を目指す。

削減量等合計（２）

目標年度（計画）

目標設定の考え方

該当する
事業者要件

事業者取組計画書

氏名（名称及び
代表者の氏名）

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第１号に該当する特定事業者

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第２号に該当する特定事業者

鳥取県鳥取市東町一丁目２２０番地

ゴム製品製造業

鳥取県知事 平井 伸治 様

鳥取県地球温暖化対策条例第８条第１項（第８条第４項、第９条第１項、第９条第３項）の規定により次
のとおり提出します。

排出区分
基準年度（実績） 目標年度（計画）

（平成２４）年度
（二酸化炭素換算）

寄与的取組 目標年度（計画）

実数値 二酸化炭素換算の削減量
取組区分

再生可能エネルギーの利用
による電力又は熱の供給

電気、ガスその他のエネル
ギーの使用の合理化による
二酸化炭素の排出削減の量
等を表すものの購入

％498.7 ｔ-CO2/億円 473.8 ｔ-CO2/億円

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第３号に該当する特定事業者

特定事業者以外の事業者

△ 5.0

増減率（平成２１）年度
（二酸化炭素換算）

平成２５年３月

排出量（１）

基準年度（実績） 増減率

原単位の目標設定の考え
方

当社の環境計画では、2000年～2020年で50%削減を目標としており、こ
れをもとに数値を設定した。

温室効果ガス
の排出量等

ｔ-CO2/m2 ｔ-CO2/m20.02

森林保全による二酸化炭素
の吸収量を表すものの購入

原単位当たり
の温室効果ガ
ス排出量等 工場製造部門

（鳥取工場）

鳥取県
株式会社
代表取締役

提出年月日を御記入
ください

代表者職印を押
してください

日本標準産業分類の中分類
を記入してください

チェック
してくだ
さい

計画期間は3か年（年度）です

二酸化炭素換算排出量を分子、設定した指標（改正省エネ法
で使用した指標等）を分母として記入してください

寄与的取
組として
認められ
た取組は
削減量等
として目
標値から
差し引き
できます

（原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の方の記入例）

内訳書

規則第４条第１号は原油換算
1,500kl以上の事業者、同条
第２号はフランチャイズ加盟
店を合わせて1,500kl以上と
なる事業者、同条第３号はト
ラック、バス、タクシーの台
数が一定以上の事業者です

本社の住所・氏名を記入してくだ
さい

特定事業者の新規作成は第8条第1項、変
更は第8条第4項、
特定事業者以外の事業者の新規作成は第
9条第1項、変更第9条第3項です

該当の条・項以外は消してください（説明の
ため取消線で消しています）

基準年度は計画期間の初年
度の前年度です

目標年度は計画
最終年度（3年
目）です

電力又は
熱の売電

グリーン電力証書、グ
リーン熱証書、J-VER、
国内クレジット

J-VER

国内クレジット

鳥取県知事あてにお願
いします

公表対象です

欄が不足す
る場合、行
を追加して
ください

原則として
総排出量と
原単位の両
方を記載し
てください
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ｔ ｔ △ 5.4 ％

推 進 体 制

年度

平成22～24

平成22～24

平成23

地球温暖化対
策に資する社
会貢献活動

特 記 事 項

注１

２

３ 本計画書は鳥取県内における事業活動について記載してください。

４

５

６

７

【この社が提出する書類】

「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度をいいます。

「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「用途区分」には、○○工場、事務所などの用途を記入してくださ
い。「原単位の指標」には、分子の「二酸化炭素換算」の下に分母となる指標（生産数量、延べ床面積、走行距離
等）を記入してください。

全国省エネ大賞を受賞した。

2,360.82,495.6

「特記事項」には、平成２年度（1990年度）を基準とした排出量の対比や省エネ製品開発など他者の温室効果ガス
排出削減への貢献、グリーン調達の採用などを記入してください。

該当する□には、レ印を記入してください。

年度ごとの具
体的な取組及
び措置の計画

内容

５年計画で主要な動力設備を省エネ型に転換するとともに、
工場内の照明をLEDに切り替え10%以上電力使用量を削減す
る。

工場製造部門

営業部門

営業部門

営業所内の照明の60%をLEDに切り替える。

省エネ効率の高い電気機器を導入する。

設備、対象、工程等

主たる業種には、統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類
のうち中分類を記入してください。

本計画書における温室効果ガス排出量は地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の２第３項に規定する「温室効
果ガス算定排出量」の算定方法と同様の方法により算定した量をいいます。

目標年度（計画）基準年度（実績）

社内で「ノーレジ袋・マイバッグ推進」に取り組んでおり、全社員が社内の売店利用時にはマイ
バッグを使用している。

各所属において環境推進員（各所属長）を置くとともに、当社環境計画の策定及び見直し、実施
状況等の点検、評価を行う委員会を設置している。

増減率（計画）
差引排出量（１）－（２）

業務における温室効果ガス削減の取組以外の社会貢献活動の内容、又は計画を自由に御記入く
ださい

その他アピール事項等があれば自由に御記入ください

欄が不足す
る場合、行
を追加して
ください

様式第１号

計画書

（全体）

様式第２号

内訳書

（基準年度・
全体）

様式第２号

内訳書

（基準年度・工
場製造部門）

＋ ＋

例あり 例あり

それぞれまとめ
た書面でも可

様式第２号

内訳書

（基準年度・営
業部門）

様式第２号

内訳書

（計画年度・
全体）

様式第２号

内訳書

（計画年度・工
場製造部門）

＋ ＋

様式第２号

内訳書

（計画年度・営
業部門）
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様式第２号（第５条、第７条関係）

工場 事務所 商業施設 医療施設 宿泊施設
教育施設 文化施設 運輸 通信施設 上下水道
廃棄物処理

事業者取組計画書 基準年度（実績） （平成２１年度）

事業者達成状況報告書 目標年度（計画）

報告年度（実績） （平成○○年度）

単位 実数値
原油換算数量

（キロリットル）
二酸化炭素換算
数量（トン）

キロリットル

キロリットル

キロリットル

キロリットル

（ ）

（ ）

千立方メートル 533.0 633.3 1,242.0

ギガジュール

ギガジュール

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

－ － 633.3 1,242.0

昼間買電 千キロワット時 2,502.3 643.7 1,253.7

夜間買電 千キロワット時

上記以外の買電 （ ）

自家発電 （ ）

－ － 643.7 1,253.7

－ － 1,276.9 2,495.6

トラック バス タクシー

注 １

２

３

４

５

６

７

８

９ 複数の工場等がある場合には、工場ごとに作成した本内訳書又は工場等ごとの燃料、電気及び車両の実
数値を記載した書面を添付してください。

「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度を、「報告年度」とは計
画期間のうち、今回報告の対象となる年度をいいます。

燃料、蒸気、温水、冷水、電気等を販売している場合は、それに該当する数量を差し引いた実数値を記
入してください。

産業用蒸気とは、熱供給事業者以外から供給を受ける蒸気をいいます。

一般電気事業者からの買電で、昼夜別契約をしていない場合は、全量昼間買電として計算してください。

自家発電分は、実数値のみを記載してください。

産業用蒸気以外の蒸気、温水、冷水

小計

車
両

燃
料

蒸気、温水、冷水の供給元

揮発油(ガソリン)

液化天然ガス(LNG)

都市ガス(CNGを含む。)

事業者名 鳥取県株式会社

灯油

工場等の
主たる用途

その他( )
提出書類の区分

本内訳書における原油換算数量は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則第４条に規定する
原油の数量への換算の方法により算定した量をいいます。

年度

台

一般電気事業者

年度末使用車両数

その他

液化石油ガス(LPG)

該当する□には、レ印を記入してください。

合計

産業用蒸気

本内訳書における二酸化炭素換算数量は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の２第３項に規定
する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法と同様の方法により算定した量をいいます。

温室効果ガス排出量内訳書

電
気

（平成○○年度）

温室効果ガス排出量

上記以外のエネルギー

小計

Ａ重油

エネルギー種別

軽油

この内訳書は、基準年度、目標年度そ
れぞれについて、用途区分（工場等）
ごとに作成してください。なお、用途
区分ごとの数値がわかれば、本様式で
なくても構いません

チェック
してくだ
さい

燃料の実数値から原油換算数量
及び二酸化炭素換算数量への換
算は自動計算（Excel）

この数字がこの事業所
の二酸化炭素換算数量
となります

行が足りなければ
追加してください

（原油換算エネルギー使用量が
1,500kl以上の方の記入例－全体）

チェックとと
もに年度を記
入してくださ
い。目標年度
は3か年の3年
目を記入して
ください

トラック等が一定台数
以上の事業者はこちら
に台数を記入してくだ
さい

この例は事業者全体のもの

公表しません

調整後排出係数を使ってください（ここで使用し
ている数字は例です）

工場製造部門は電気と都市ガスのみを使用し、生
産額を5億円と仮定
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様式第２号（第５条、第７条関係）

工場 事務所 商業施設 医療施設 宿泊施設
教育施設 文化施設 運輸 通信施設 上下水道
廃棄物処理

事業者取組計画書 基準年度（実績） （平成２１年度）

事業者達成状況報告書 目標年度（計画）

報告年度（実績） （平成○○年度）

単位 実数値
原油換算数量

（キロリットル）
二酸化炭素換算
数量（トン）

キロリットル

キロリットル

キロリットル

キロリットル

（ ）

（ ）

千立方メートル 533.0 633.3 1,242.0

ギガジュール

ギガジュール

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

－ － 633.3 1,242.0

昼間買電 千キロワット時 2,498.3 642.6 1,251.6

夜間買電 千キロワット時

上記以外の買電 （ ）

自家発電 （ ）

－ － 642.6 1,251.6

－ － 1,275.9 2,493.6

トラック バス タクシー

注 １

２

３

４

５

６

７

８

９ 複数の工場等がある場合には、工場ごとに作成した本内訳書又は工場等ごとの燃料、電気及び車両の実
数値を記載した書面を添付してください。

「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度を、「報告年度」とは計
画期間のうち、今回報告の対象となる年度をいいます。

燃料、蒸気、温水、冷水、電気等を販売している場合は、それに該当する数量を差し引いた実数値を記
入してください。

産業用蒸気とは、熱供給事業者以外から供給を受ける蒸気をいいます。

一般電気事業者からの買電で、昼夜別契約をしていない場合は、全量昼間買電として計算してください。

自家発電分は、実数値のみを記載してください。

産業用蒸気以外の蒸気、温水、冷水

小計

車
両

燃
料

蒸気、温水、冷水の供給元

揮発油(ガソリン)

液化天然ガス(LNG)

都市ガス(CNGを含む。)

事業者名 鳥取県株式会社（工場製造部門）

灯油

工場等の
主たる用途

その他( )
提出書類の区分

本内訳書における原油換算数量は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則第４条に規定する
原油の数量への換算の方法により算定した量をいいます。

年度

台

一般電気事業者

年度末使用車両数

その他

液化石油ガス(LPG)

該当する□には、レ印を記入してください。

合計

産業用蒸気

本内訳書における二酸化炭素換算数量は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の２第３項に規定
する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法と同様の方法により算定した量をいいます。

温室効果ガス排出量内訳書

電
気

（平成○○年度）

温室効果ガス排出量

上記以外のエネルギー

小計

Ａ重油

エネルギー種別

軽油

チェック
してくだ
さい

この数字がこの事業所
の二酸化炭素換算数量
となります

行が足りなければ
追加してください

燃料の実数値から原油換算数量
及び二酸化炭素換算数量への換
算は自動計算（Excel）

チェックとと
もに年度を記
入してくださ
い。目標年度
は3か年の3年
目を記入して
ください。

この内訳書は、基準年度、目標年度そ
れぞれについて、用途区分ごとに作成
してください。なお、用途区分ごとの
数値がわかるものであれば、本様式で
なくても構いません。

この例は工場製造部門

社用車（運送事業以外で社で使用して
いる車）のガソリン等は対象外です

公表しません

（原油換算エネルギー使用量が1,500kl
以上の方の記入例－用途区分）
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様式第１号（第５条、第７条関係）

平成２２年７月１日

届出者 住所 鳥取県鳥取市東町一丁目３００番地

氏名 鳥取運送株式会社
代表取締役 鳥取 花子

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

住所（主たる事
業所の所在地）

鳥取運送株式会社

代表取締役 鳥取 花子

主たる業種 44

計 画 期 間 ～

6,600.5 ｔ 6,270.5 ｔ △ 5.0 ％

用途区分
原単位の

指標
二酸化炭素換算

走行キロ
二酸化炭素換算

二酸化炭素換算

（売電量） kWh ｔ

（熱供給量） GJ ｔ

（購入量） ｔ

- - - 10 ｔ

（購入量） ｔ

10 ｔ

当社の環境計画では、2010年～2015年で8%削減を目標としており、これ
をもとに数値を設定した。

森林保全による二酸化炭素
の吸収量を表すものの購入

％

寄与的取組 目標年度（計画）

実数値 二酸化炭素換算の削減量

温室効果ガス
の排出量等

原単位当たり
の温室効果ガ
ス排出量等

車両部門（トラック） 0.524 ｔ-CO2/千km 0.498 ｔ-CO2/千km

原単位の目標設定の考え
方

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第３号に該当する特定事業者

特定事業者以外の事業者

△ 5.0

増減率（平成２１）年度
（二酸化炭素換算）

平成２５年３月

排出量（１）

基準年度（実績） 増減率

取組区分

再生可能エネルギーの利用
による電力又は熱の供給

電気、ガスその他のエネル
ギーの使用の合理化による
二酸化炭素の排出削減の量
等を表すものの購入

排出区分
基準年度（実績） 目標年度（計画）

（平成２４）年度
（二酸化炭素換算）

該当する
事業者要件

事業者取組計画書

氏名（名称及び
代表者の氏名）

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第１号に該当する特定事業者

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第２号に該当する特定事業者

鳥取県鳥取市東町一丁目３００番地

道路貨物運送業

鳥取県知事 平井 伸治 様

鳥取県地球温暖化対策条例第８条第１項（第８条第４項、第９条第１項、第９条第３項）の規定により次
のとおり提出します。

平成２２年４月

再生可能エネルギーの利用
による二酸化炭素の排出削
減の量等を表すものの購入

車両部門は走行キロ、事務部門は延床面積を原単位として目標を設定す
る。

削減量等合計（２）

目標年度（計画）

目標設定の考え方

％

％

鳥取運送
株式会社
代表取締役

提出年月日を御記入
ください

代表者職印を押
してください

日本標準産業分類の中分
類を記入してください

チェック
してくだ
さい

二酸化炭素換算排出量を分子、設定した指標を単
位として記入してください

寄与的取
組として
認められ
た取組は
削減量等
として目
標値から
差し引き
できます

（トラック、バス、タクシーを一定台数以上保有する方の記入例）

内訳書

規則第４条第１号は原油換算
1,500kl以上の事業者、同条
第２号はフランチャイズ加盟
店を合わせて1,500kl以上と
なる事業者、同条第３号はト
ラック、バス、タクシーの台
数が一定以上の事業者です

本社の住所・氏名を記入してくだ
さい

特定事業者の新規作成は第8条第1項、変
更は第8条第4項、
特定事業者以外の事業者の新規作成は第
9条第1項、変更第9条第3項です

該当の条・項以外は消してください（説明の
ため取消線で消しています）

計画期間は3か年（年度）です

基準年度は計画期間の初年
度の前年度です

目標年度は計画
最終年度（3年
目）です

電力又は
熱の売電

グリーン電力証書、グ
リーン熱証書、J-VER、
国内クレジット

J-VER

国内クレジット

鳥取県知事あてにお願
いします

公表対象です

欄が不足す
る場合、行
を追加して
ください

内訳書

原則として
総排出量と
原単位の両
方を記載し
てください
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ｔ ｔ △ 5.2 ％

推 進 体 制

年度

平成２２～２４

地球温暖化対
策に資する社
会貢献活動

特 記 事 項

注１

２

３ 本計画書は鳥取県内における事業活動について記載してください。

４

５

６

７

「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度をいいます。

「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「用途区分」には、○○工場、事務所などの用途を記入してくださ
い。「原単位の指標」には、分子の「二酸化炭素換算」の下に分母となる指標（生産数量、延べ床面積、走行距離
等）を記入してください。

6,260.56,600.5

「特記事項」には、平成２年度（1990年度）を基準とした排出量の対比や省エネ製品開発など他者の温室効果ガス
排出削減への貢献、グリーン調達の採用などを記入してください。

該当する□には、レ印を記入してください。

年度ごとの具
体的な取組及
び措置の計画

内容

アイドリングストップ等のエコドライブ実施と環境性能の高
い車両（■年度燃費基準達成車）への入れ替えを行う。

トラック事業部門

設備、対象、工程等

主たる業種には、統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類
のうち中分類を記入してください。

本計画書における温室効果ガス排出量は地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の２第３項に規定する「温室効
果ガス算定排出量」の算定方法と同様の方法により算定した量をいいます。

目標年度（計画）基準年度（実績）

「とっとり共生の森」に参画し、年に2回、智頭町の森林保全活動を行っている。また、鳥取市内
の自動車学校が合同で行うエコドライブ講習会の運営等に協力している。

当社環境計画の策定及び見直し、実施状況等の点検、評価を行う専門委員会を設置するととも
に、営業所ごとに班長が毎朝エコドライブ宣言を読み上げる。

増減率（計画）
差引排出量（１）－（２）

業務における温室効果ガス削減の取組以外の社会貢献活動の内容、又は計画を自由に
御記入ください

欄が不足す
る場合、行
を追加して
ください

その他アピール事項等があれば自由に御記入ください

様式第１号

計画書

（全体）

様式第２号

内訳書

（全体・基準
年度）

＋

例あり 例あり

様式第２号

内訳書

（全体・計画
年度）

＋

この社の場合、用途区分が１つだけですので、様式第２号は基準年
度、計画年度で１枚ずつ（全体）になります。
なお、用途区分が複数ある場合は、用途区分ごとの様式第２号（又は
まとめた書面）を提出してください。
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様式第２号（第５条、第７条関係）

工場 事務所 商業施設 医療施設 宿泊施設
教育施設 文化施設 運輸 通信施設 上下水道
廃棄物処理

事業者取組計画書 基準年度（実績） （平成２１年度）

事業者達成状況報告書 目標年度（計画）

報告年度（実績） （平成○○年度）

単位 実数値
原油換算数量

（キロリットル）
二酸化炭素換算
数量（トン）

キロリットル

キロリットル

キロリットル 2,520.0 2,451.1 6,514.1

キロリットル

（ ）

（ ）

千立方メートル

ギガジュール

ギガジュール

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

－ － 2,451.1 6,514.1

昼間買電 千キロワット時

夜間買電 千キロワット時

上記以外の買電 （ ）

自家発電 （ ）

－ －

－ － 2,451.1 6,514.1

トラック バス タクシー

210

注 １

２

３

４

５

６

７

８

９ 複数の工場等がある場合には、工場ごとに作成した本内訳書又は工場等ごとの燃料、電気及び車両の実
数値を記載した書面を添付してください。

「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度を、「報告年度」とは計
画期間のうち、今回報告の対象となる年度をいいます。

燃料、蒸気、温水、冷水、電気等を販売している場合は、それに該当する数量を差し引いた実数値を記
入してください。

産業用蒸気とは、熱供給事業者以外から供給を受ける蒸気をいいます。

一般電気事業者からの買電で、昼夜別契約をしていない場合は、全量昼間買電として計算してください。

自家発電分は、実数値のみを記載してください。

産業用蒸気以外の蒸気、温水、冷水

小計

車
両

燃
料

蒸気、温水、冷水の供給元

揮発油(ガソリン)

液化天然ガス(LNG)

都市ガス(CNGを含む。)

事業者名 鳥取運送株式会社

灯油

工場等の
主たる用途

その他( )
提出書類の区分

本内訳書における原油換算数量は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則第４条に規定する
原油の数量への換算の方法により算定した量をいいます。

年度

台

一般電気事業者

年度末使用車両数

その他

液化石油ガス(LPG)

該当する□には、レ印を記入してください。

合計

産業用蒸気

本内訳書における二酸化炭素換算数量は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の２第３項に規定
する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法と同様の方法により算定した量をいいます。

温室効果ガス排出量内訳書

電
気

（平成○○年度）

温室効果ガス排出量

上記以外のエネルギー

小計

Ａ重油

エネルギー種別

軽油

この内訳書は、基準年度、目標年度そ
れぞれについて、用途区分ごとに作成
してください。なお、用途区分ごとの
数値がわかるものであれば、本様式で
なくても構いません。

チェック
してくだ
さい

チェックとと
もに年度を記
入してくださ
い。目標年度
は3か年の3年
目を記入して
ください

この数字がこの事業所
の二酸化炭素換算数量
となります

行が足りなければ
追加してください

トラック等が一定台数
以上の事業者はこちら
に台数を記入してくだ
さい

（トラック、バス、タクシーを一定台
数以上保有する方の記入例－全体）

トラック等で使用した燃料の実数値、
事務所等で使用した燃料・電気の実数
値を入れてください

燃料の実数値から原油換算数量
及び二酸化炭素換算数量への換
算は自動計算（Excel）

トラック210台、6万km/台・年、燃費5 km/l
と仮定

この例は事業者全体

公表しません
トラック等の台数により特定事業者となる方は、ト
ラック等で使う燃料の数字を記載してください。本
社・営業所等のみの原油換算エネルギー使用量が
1,500kl以上となる場合は、本社・営業所等の数字も
記載してください。
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（用途区分（工場等）ごとの実数値を示す書面の例／任意様式）

エネルギー種別の実数値内訳表

鳥取県株式会社

事業者取組計画書（又は事業者達成状況報告書）

基準年度（又は目標年度、報告年度）（平成２１年度）

種別
用途区分１（工場
製造部門）

用途区分２（営業
部門）

用途区分３（○
○）

用途区分４（○
○）

実数値の計 単位

揮発油(ガソリン)

灯油

軽油

Ａ重油

液化石油ガス(LPG)

液化天然ガス(LNG)

都市ガス(CNGを含む。) 533 533 千m3

産業用蒸気

産業用蒸気以外の蒸気、温水、冷水

（ ）

（ ）

（ ）

小計

蒸気、温水、冷水の供給元

一般電気事業者（昼間買電） 2,498.3 4.0 2,502.3 千kWh

一般電気事業者（夜間買電）

その他（上記以外の買電）

その他（自家発電）

小計

年度末使用車両数（トラック） 台

年度末使用車両数（バス） 台

年度末使用車両数（タクシー） 台

換算係数（数量） 換算係数（単位）
数量（キロリット

ル）
排出係数（数量） 排出係数（単位） 数量（トン）

揮発油(ガソリン)

灯油

軽油

Ａ重油

液化石油ガス(LPG)

液化天然ガス(LNG)

都市ガス(CNGを含む。) 46.05 GJ/千m3 633.3 0.0136 tC/GJ 1,224.0

産業用蒸気

産業用蒸気以外の蒸気、温水、冷水

（ ）

（ ）

（ ）

小計 - - - - - -

蒸気、温水、冷水の供給元

一般電気事業者（昼間買電） 9.97 GJ/千kWh 643.7 0.496 tCO2/千kWh 1,241.1

一般電気事業者（夜間買電）

その他（上記以外の買電）

その他（自家発電）

小計 - - 1,276.9 - - 2,465.1

原油換算数量 二酸化炭素換算数量

エネルギー種別の実数値

電
気

種別

燃
料

電
気

車
両

燃
料

この様式はあくまで例です。用途区分ごと
の実数値がわかるものであれば、形式
は問いません。

公表しません 事業者名、提出書類の区分と年度は必ず記載してください。

他の燃料と電気以外は、原油換算数量と二酸化炭素
換算数量は無くても構いません。

電気の排出係数は調整後係数を使用してください
（平成23年度計画提出時は0.496t-CO2/千kWh。）
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様式第３号（第８条関係）

平成２３年７月７日

届出者 住所 鳥取県鳥取市東町一丁目２２０番地

氏名 鳥取県株式会社

代表取締役 鳥取 太郎
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

住所（主たる事
業所の所在地）

鳥取県株式会社

代表取締役 鳥取 太郎

主たる業種 19

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第１号に該当する特定事業者

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第２号に該当する特定事業者

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第４条第３号に該当する特定事業者

特定事業者以外の事業者

計 画 期 間 平成２２年４月 ～ 平成２５年３月

2,495.6 ｔ 2,370.8 ｔ △ 5.0 ％ 2,458.2 ｔ △ 1.5 %

用途区分
原単位の

指標
二酸化炭素換算

生産高
二酸化炭素換算

延床面積
二酸化炭素換算

（売電量） kWh ｔ kwh ｔ

（熱供給量） GJ ｔ GJ ｔ

（購入量） ｔ ｔ

- - - 10 ｔ kwh 2 ｔ

（購入量） ｔ GJ ｔ

10 ｔ 2 ｔ

ｔ ｔ △ 5.4 ％ ｔ △ 3.5 %

推 進 体 制

年度

平成２２

平成２２

事業者達成状況報告書

鳥取県地球温暖化対策条例第８条第５項（第９条第３項）の規定により次のとおり提出します。

△ 1.5

△ 1.5

%

%

%

省エネの取組に加えて、電気排出係数の減少の影響を受け、両部門ともに単年度目標の1%削減を上回る削減率
となった。

省エネ型設備への転換と高効率照明への入れ替えにより原単位当たりの排出量が2％減少したが、生産量が増加
したため、総量では1%の温室効果ガス排出量の削減となった。

各所属における本計画の推進を行う責任者を環境推進員（各所属長）、各所属における本計画の推進のため環境推進員を補佐する者を率
先行動担当者とした。当社環境管理推進計画の策定及び見直し、実施状況等の点検、評価を行う委員会を設置し、各部代表課及び関係課
で構成し、ISO管理課を事務局として進めた。

内容

動力設備●台を省エネ型に転換した。

営業所内の10％の照明をLEDに切り替えた。

2,458

-

二酸化炭素換算
の削減量

報告年度（実績） 増減率（実績）

実数値

増減率（計画）

（売電量）

（熱供給量）

-

（購入量）

該当する
事業者要件

491.2

0.0197

ｔ-CO2/億円

ｔ-CO2/億円

報告年度（実績）温室効果ガス
の排出量等

ｔ-CO2/m2 ｔ-CO2/m20.02

原単位当たり
の温室効果ガ
ス排出量等 工場製造部門

（鳥取工場）
ｔ-CO2/億円 473.8

目標年度（計画）基準年度（実績）

（平成２２）年度
（二酸化炭素換算）

報告年度（実績）

報告年度（実績） 増減率

増減率

（購入量）

差引排出量（１）－（２）

増減率（平成２１）年度
（二酸化炭素換算）

排出量（１）

基準年度（実績） 増減率

％498.7 ｔ-CO2/億円 △ 5.0

寄与的取組 目標年度（計画）

実数値 二酸化炭素換算の削減量
取組区分

再生可能エネルギーの利用
による電力又は熱の供給

電気、ガスその他のエネル
ギーの使用の合理化による
二酸化炭素の排出削減の量
等を表すものの購入

基準年度（実績） 目標年度（計画）
（平成２４）年度

（二酸化炭素換算）

氏名（名称及び
代表者の氏名）

鳥取県鳥取市東町一丁目２２０番地

ゴム製品製造業

年度ごとの具
体的な取組及
び措置の計画

工場製造部門

営業部門

設備、対象、工程等

森林保全による二酸化炭素
の排出削減の量等を表すも
のの購入

排出区分

鳥取県知事 平井 伸治 様

再生可能エネルギーの利用
による二酸化炭素の排出削
減の量等を表すものの購入

削減量等合計（２）

目標年度（計画）

実績に対する自己評価

△ 5.0 ％
営業部門（米
子営業所）

％

2,360.82,495.6

0.019

実績に対する自己評価

鳥取県
株式会社
代表取締役

提出年月日を御記
入ください

代表者職印を
押してくださ
い

日本標準産業分類の中分
類を記入してください

チェック
してくだ
さい

３か年です

二酸化炭素換算排出量を分子、設定した指標
を単位として記入してください

寄与的取
組として
認められ
た取組は
削減量等
として目
標値から
差し引き
できます

（記入例）

内訳書

規則第４条第１号は原油換算
1,500kl以上の事業者、同条第２号
はフランチャイズ加盟店を合わせて
1,500kl以上となる事業者、同条第
３号はトラック、バス、タクシーの
台数が一定以上の事業者です

計画とありますが、計画ではなく状況（実績や今後の計画）を
記載してください。

公表対象です

鳥取県知事あてにお願
いします

本社の住所・氏名を記入してくだ
さい

該当の条・項以外は消してください（説明
のため取消線で消しています）

特定事業者の報告は第8条第5項、
特定事業者以外の事業者の報告は第9条
第3項です

基準年度、目標年度は計画書に同じです。
報告年度とその実績を記載してください。

欄が不足す
る場合、行
を追加して
ください

欄が不足す
る場合、行
を追加して
ください
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地球温暖化対
策に資する社
会貢献活動

特 記 事 項

注１

２

３ 本計画書は鳥取県内における事業活動について記載してください。

４ 主たる業種には、統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類のうち中分類を記入してください。

５

６

７

【この社が提出する書類】

本計画書における温室効果ガス排出量は地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の２第３項に規定する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法と同様の方法により算定
した量をいいます。

3年前から社内で「ノーレジ袋・マイバッグ推進」に取り組んでおり、全社員が社内の売店利用時にはマイバッグを使用してきた。今年
は、社員の家庭生活での買い物にも積極的にマイバッグを使うよう取り組むとともに社のロゴ入りマイバッグを全社員に配布した。

全国省エネ大賞を2年連続で受賞した。

該当する□には、レ印を記入してください。

「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「用途区分」には、○○工場、事務所などの用途を記入してください。「原単位の指標」には、分子の「二酸化炭素換算」の
下に分母となる指標（生産数量、延べ床面積、走行距離等）を記入してください。

「特記事項」には、平成２年度（1990年度）を基準とした排出量の対比や省エネ製品開発など他者の温室効果ガス排出削減への貢献、グリーン調達の採用などを記入して
ください。

「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度をいいます。

業務における温室効果ガス削減の取組以外の社会貢献活動の内容、又は計画を自由に御記入ください

その他記載事項があれば自由に御記入ください

様式第３号

達成状況
報告書

（全体）

様式第２号

内訳書

（報告年度・
全体）

様式第２号

内訳書

（報告年度・工
場製造部門）

＋ ＋

例あり

それぞれまとめ
た書面でも可
（P 18）

様式第２号

内訳書

（報告年度・営
業部門）

20



原油換算数量の換算係数及び二酸化炭素換算数量の排出係数について

原油換算数量（キロリットル）の換算方法

1.

2.

3.

二酸化炭素換算数量（トン）の換算方法
1.

2.

3.

【換算係数・排出係数一覧（様式第2号に示す燃料及び電気）】

数量 単位 数量 単位

34.6 GJ/キロリットル 0.0183 tC/GJ

36.7 GJ/キロリットル 0.0185 tC/GJ

37.7 GJ/キロリットル 0.0187 tC/GJ

39.1 GJ/キロリットル 0.0189 tC/GJ

50.8 GJ/t 0.0161 tC/GJ

54.6 GJ/t 0.0135 tC/GJ

46.04655 GJ/千m3 0.0136 tC/GJ

1.02 － 0.060 tCO2/GJ

1.36 － 0.057 tCO2/GJ

昼間買電 9.970 GJ/千kWh ※ tCO2/kWh

夜間買電 9.280 GJ/千kWh ※ tCO2/kWh

※電気の排出係数は、次の数値を使用してください。

１

２

３

平成25年度実績　電気事業者別実排出係数（平成26年12月5日発表）
　中国電力株式会社　0.717tCO2/千kWh（調整後）、0.719tCO2/千kWh（実排出係数）

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/h27_coefficient.pdf

排出係数
エネルギー種別

灯油

揮発油(ガソリン)

一般電気事業者

換算係数

燃
料

電
気

Ａ重油

軽油

液化天然ガス(LNG)

都市ガス(CNGを含む。)

液化石油ガス(LPG)

産業用蒸気

産業用蒸気以外の蒸気、温水、冷水

電気事業者から供給された電気を使用している場合は、環境大臣及び経済産業大臣が公表
する電気事業者ごとの排出係数（調整後係数をお使いください）

電気事業者以外の者から供給された電気を使用している場合は、１に相当する排出係数
で、実測等に基づく適切な排出係数

１及び２の方法で算定できない場合は、１又は２の排出係数に代替するものとして環境大
臣及び経済産業大臣が公表する排出係数

エネルギー種別の実数値×換算係数を計算します（計算結果を「発熱量」という）。発熱
量の単位はギガジュール（GJ）となるよう実数値、換算係数の単位を設定してください。

例えば灯油の原油換算数量（キロリットル）を計算する場合、
灯油の実数値（キロリットル）×換算係数（GJ/キロリットル）×0.0258（キロリットル
/GJ）
となります。

エネルギー種別の実数値×換算係数により発熱量を計算します。

例えば灯油の二酸化炭素換算数量（ｔCO2）を計算する場合、
灯油の実数値（キロリットル）×換算係数（GJ/キロリットル）×排出係数（tC/GJ）×
44/12（CO2の分子量/Cの分子量）
となります。

1で算出した発熱量（GJ）に0.0258（キロリットル/GJ）をかけたものが、原油換算数量
（キロリットル）となります。

1で算出した発熱量（GJ）に排出係数と44/12をかけたものが二酸化炭素換算数量（tCO2）
となります。
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【換算係数・排出係数一覧（様式第2号に示していないが改正省エネ法様式で報告対象の燃料）】

数量 単位 数量 単位

29.4 GJ/t 0.0294 tC/GJ

29.9 GJ/t 0.0254 tC/GJ

37.3 GJ/t 0.0209 tC/GJ

40.9 GJ/t 0.0208 tC/GJ

35.3 GJ/キロリットル 0.0184 tC/GJ

38.2 GJ/キロリットル 0.0187 tC/GJ

33.6 GJ/キロリットル 0.0182 tC/GJ

29.0 GJ/キロリットル 0.0245 tC/GJ

25.7 GJ/キロリットル 0.0247 tC/GJ

26.9 GJ/キロリットル 0.0254 tC/GJ

41.9 GJ/キロリットル 0.0195 tC/GJ

44.9 GJ/千m3 0.0142 tC/GJ

21.1 GJ/千m3 0.011 tC/GJ

3.41 GJ/千m3 0.0263 tC/GJ

8.41 GJ/千m3 0.0384 tC/GJ

原油のうちコンデンセート（NGL）

原油（コンデンセート（NGL）を除く）

ナフサ

石油アスファルト

原料炭

石炭コークス

エネルギー種別
換算係数 排出係数

そ
の
他
主
な
燃
料

石油系炭化水素ガス

コークス炉ガス

高炉ガス

転炉ガス

一般炭

無煙炭

B・C重油

石油コークス

コールタール
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単位 数値 熱量 GＪ 数値 単位

ｋｌ 38.2 GＪ/ ｋ ｌ
ｋｌ 35.3 GＪ/ ｋ ｌ
ｋｌ 34.6 GＪ/ ｋｌ
ｋｌ 33.6 GＪ/ ｋｌ
ｋｌ 36.7 GＪ/ ｋｌ
ｋｌ 37.7 GＪ/ ｋｌ
ｋｌ 39.1 GＪ/ ｋｌ
ｋｌ 41.9 GＪ/ ｋｌ
ｔ 40.9 GＪ/ ｔ
ｔ 29.9 GＪ/ ｔ
ｔ 50.8 GＪ/ ｔ

千ｍ３ 44.9 GＪ/千ｍ ３

ｔ 54.6 GＪ/ ｔ
千ｍ３ 43.5 GＪ/千ｍ ３

ｔ 29.0 GＪ/ ｔ
ｔ 25.7 GＪ/ ｔ
ｔ 26.9 GＪ/ ｔ
ｔ 29.4 GＪ/ ｔ
ｔ 37.3 GＪ/ ｔ

千ｍ３ 21.1 GＪ/千ｍ ３

千ｍ３ 3.41 GＪ/千ｍ ３

千ｍ３ 8.41 GＪ/千ｍ ３

千ｍ３ 46.0 GＪ/千ｍ ３

* GJ/*

** GJ/**

GＪ 1.02
GＪ 1.36
GＪ 1.36
GＪ 1.36

昼間買電 千ｋWh 9.97 GJ/千ｋWh

夜間買電 千ｋWh 9.28 GJ/千ｋWh

上記以外の買電 千ｋWh 9.76 GJ/千ｋWh

自家発電 千ｋWh （ ） GJ/千ｋWh

千ｋWh

0.0258 kl/GJ

1,500kl以上 判定

1,500 kl未満 届出様式

ナフサ

産業用蒸気
産業用以外の蒸気

温水

Ａ重油
Ｂ・Ｃ重油

原料炭

一般炭

原油

揮発油（ガソリン）

白地のセルに入力してください。

液化石油ガス(ＬＰＧ)

石油アスファルト
石油コークス

灯油
軽油

エネルギー使用量の簡易計算表

エネルギーの種類
使用量 換算係数

石炭

石油系炭化水素ガス
石油ガス

原油換算 ｋｌ

電
気

燃

料

及
び

熱

石炭コークス
コールタール
コークス炉ガス

原油のうちコンデンセート（ＮＧＬ）

液化天然ガス(ＬＮＧ)

その他可燃性天然ガス

小計②

その他の
燃料

都市ガス １３Ａ

一般電気事業者

冷水

無煙炭

可燃性
天然ガス

高炉ガス
転炉ガス

(換算係数）

合 計 GＪ （③＝①+②）

その他

小計①

－－－

入力待ち特定事業者（特定連鎖化事業者）

指定なし

（財）省エネルギーセン
ター、中国経済産業局ホーム
ページからダウンロードでき
ます

この列に、鳥取県内
の工場等で年間に使
用している原油等の
数量を入力してくだ
さい。原油換算エネ
ルギー使用量が自動
計算されます。

この数字が1,500以上であれば、県条
例の「特定事業者」となります。

届出様式については省エネ法の内容です。県条例には関係ありません。
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番号 業種名（中分類） 番号 業種名（中分類）
01 農業 51 繊維・衣服等卸売業
02 林業 52 飲食料品卸売業
03 漁業（水産養殖業を除く） 53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
04 水産養殖業 54 機械器具卸売業
05 鉱業，採石業，砂利採取業 55 その他の卸売業
06 総合工事業 56 各種商品小売業
07 職別工事業(設備工事業を除く) 57 織物・衣服・身の回り品小売業
08 設備工事業 58 飲食料品小売業
09 食料品製造業 59 機械器具小売業
10 飲料・たばこ・飼料製造業 60 その他の小売業
11 繊維工業 61 無店舗小売業
12 木材・木製品製造業（家具を除く） 62 銀行業
13 家具・装備品製造業 63 協同組織金融業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

15 印刷・同関連業 65 金融商品取引業，商品先物取引業
16 化学工業 66 補助的金融業等
17 石油製品・石炭製品製造業 67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 68 不動産取引業
19 ゴム製品製造業 69 不動産賃貸業・管理業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 70 物品賃貸業
21 窯業・土石製品製造業 71 学術・開発研究機関
22 鉄鋼業 72 専門サービス業（他に分類されないもの）

23 非鉄金属製造業 73 広告業
24 金属製品製造業 74 技術サービス業（他に分類されないもの）

25 はん用機械器具製造業 75 宿泊業
26 生産用機械器具製造業 76 飲食店
27 業務用機械器具製造業 77 持ち帰り・配達飲食サービス業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 78 洗濯・理容・美容・浴場業
29 電気機械器具製造業 79 その他の生活関連サービス業
30 情報通信機械器具製造業 80 娯楽業
31 輸送用機械器具製造業 81 学校教育
32 その他の製造業 82 その他の教育，学習支援業
33 電気業 83 医療業
34 ガス業 84 保健衛生
35 熱供給業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
36 水道業 86 郵便局
37 通信業 87 協同組合（他に分類されないもの）
38 放送業 88 廃棄物処理業
39 情報サービス業 89 自動車整備業
40 インターネット附随サービス業 90 機械等修理業（別掲を除く）
41 映像・音声・文字情報制作業 91 職業紹介・労働者派遣業
42 鉄道業 92 その他の事業サービス業
43 道路旅客運送業 93 政治・経済・文化団体
44 道路貨物運送業 94 宗教
45 水運業 95 その他のサービス業
46 航空運輸業 96 外国公務
47 倉庫業 97 国家公務
48 運輸に附帯するサービス業 98 地方公務
49 郵便業（信書便事業を含む） 99 分類不能の産業
50 各種商品卸売業

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19index.htm

日本標準産業分類（平成19年11月改定）
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鳥取県地球温暖化対策条例 

（平成21年鳥取県条例第36号） 

鳥取県地球温暖化対策条例施行規則 

（平成21年鳥取県規則第79号） 

目次 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 総合的・計画的な地球温暖化対策の

推進（第５条－第７条） 

 第３章 事業活動における温室効果ガスの

排出の抑制等（第８条―第11条） 

 第４章 自動車等の使用に係る温室効果ガ

スの排出の抑制等（第12条－第16条） 

 第５章 電気機器等の使用等に係る温室効

果ガスの排出の抑制等（第17条・第18条） 

 第６章 建築物に係る温室効果ガスの排出

の抑制等（第19条－第21条） 

 第７章 雑則（第22条・第23条） 

 附則 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地球温暖化が地球全体の

環境に深刻な影響を及ぼすものであり、大気

中の温室効果ガスの濃度を適切な水準に安

定化させ地球温暖化を防止することが人類

共通の課題であり、すべての者が自主的かつ

積極的にこの課題に取り組むことが重要で

あることにかんがみ、鳥取県環境の保全及び

創造に関する基本条例（平成８年鳥取県条例

第19号）の基本理念にのっとり、地球温暖化

対策に関し、県、事業者及び県民の責務を明

らかにするとともに、市町村との連携及び協

力を図りつつ、社会経済活動その他の活動に

よる温室効果ガスの排出の抑制等を促進す

るための措置を講ずることにより、地球温暖

化対策の総合的かつ計画的な推進を図り、も

って現在及び将来の県民の健康で文化的な

生活の確保に寄与するとともに県民の福祉

に貢献することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意

義は、地球温暖化対策の推進に関する法律

（平成10年法律第117号。以下「法」という。）

で使用する用語の例による。 

（県の責務） 

第３条 県は、県内における事業活動及び生活

行動（以下「事業活動等」という。）が地球

温暖化に影響を及ぼしていることを踏まえ、

事業者及び県民が温室効果ガスの排出の抑

制等に関して行う自主的な活動を促進する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鳥取県地球温暖化対策条

例（平成21年鳥取県条例第36号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意

義は、条例及び地球温暖化対策の推進に関す

る法律（平成10年法律第117号）で使用する

用語の例による。 

 

 

 

 

 

 

９ 鳥取県地球温暖化対策条例及び同条例施行規則 
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ため、教育・学習活動の支援、広報啓発その

他必要な措置を講ずるとともに、事業者及び

県民に対し温室効果ガスの排出の抑制等に

関する指導を行うなど、本県の自然的社会的

条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等

のための施策を総合的かつ計画的に推進す

るものとする。 

２ 県は、自らの事務及び事業における温室効

果ガスの排出の抑制等のため、率先して次条

第２項各号に掲げる事項の実施その他必要

な措置を講ずるものとする。 

（事業者及び県民の責務） 

第４条 事業者及び県民は、事業活動等が地球

温暖化に影響を及ぼしていることを認識し、

その在り方を見直し、事業活動等における温

室効果ガスの排出の抑制等のための取組（他

の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与

するための取組を含む。）を自主的に行うよ

う努めるとともに、県が実施する温室効果ガ

スの排出の抑制等のための施策に協力する

ものとする。 

２ 事業者及び県民は、温室効果ガスの排出の

抑制等のため、第３章から第６章までに定め

るところによるほか、その事業活動等におい

て、次に掲げる事項を実践するよう努めるも

のとする。 

 (１) 廃棄物の発生を抑制するとともに、そ

の再使用、再生利用その他廃棄物を削減す

るために必要な対策を推進すること。 

 (２) 太陽光その他の再生が可能なエネル

ギー（以下「再生可能エネルギー」という。）

を積極的に利用すること。 

(３) 森林の適切な管理、保全及び整備（以

下「森林保全」という。）並びに県産材（県

内の森林で伐採された原木を県内で加工

した木材をいう。）その他の森林資源の利

用の推進を図ること。 

(４) 物品を購入し、若しくは借り受け、又

は役務の提供を受ける際には、国等による

環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成12年法律第100号）第２条第１項に

規定する環境物品等を利用すること。 

 

第２章 総合的・計画的な地球温暖化対策

の推進 

（対策計画の策定等） 

第５条 知事は、本県の自然的社会的条件に応

じた法第20条第２項に規定する施策並びに

県の事務及び事業に関する法第20条の３第

１項に規定する措置に関する計画（以下「対
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策計画」という。）を策定するものとする。 

２ 対策計画は、次に掲げる事項並びに法第20

条の３第２項各号及び第３項各号に掲げる

事項について定めるものとする。 

(１) 県内における温室効果ガス総排出量

及び温室効果ガスの吸収量に関する目標 

(２) 前号の目標を達成するために実施す

る施策に関する事項 

(３) その他本県における地球温暖化対策

の推進に必要な事項 

３ 知事は、地球温暖化の防止に係る技術水準

の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえて

必要があると認めるときは、対策計画を変更

するものとする。 

４ 知事は、対策計画の策定及び規則で定める

変更に当たっては、法第20条の３第４項及び

第６項から第９項までに定めるところによ

るほか、あらかじめ鳥取県環境審議会の意見

を聴くものとする。 

５ 知事は、毎年１回、対策計画に基づく措置

及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出

量を含む。）を公表するものとする。 

 

（教育・学習活動の支援） 

第６条 県は、事業者及び県民が地球温暖化対

策の必要性等について理解を深めることが

できるよう、職場、学校、地域、家庭その他

の様々な場における地球温暖化の防止に関

する教育・学習活動に対し、指導、助言、人

材のあっ旋、情報の提供その他必要な措置を

講ずるものとする。 

（広報啓発） 

第７条 県は、地球温暖化対策の必要性等につ

いて、事業者及び県民の理解を深めるため、

各種の広報活動、啓発資料の作成及び配布そ

の他必要な措置を講ずるものとする。 

 

第３章 事業活動における温室効果ガス

の排出の抑制等 

（特定事業者の取組計画） 

第８条 事業活動に伴い多量の温室効果ガス

の排出をする者として規則で定めるもの（以

下「特定事業者」という。）は、規則で定め

るところにより、事業活動に伴う温室効果ガ

スの排出の抑制等のための取組に関する計

画（以下「取組計画」という。）を作成し、

知事に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対策計画の変更） 

第３条 条例第５条第４項の規則で定める変

更は、同条第２項第１号に掲げる県内におけ

る温室効果ガス総排出量及び温室効果ガス

の吸収量に関する目標に係るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定事業者） 

第４条 条例第８条第１項の規則で定める特

定事業者は、次の各号のいずれかに該当する

事業者とする。 

(１) 県内に設置しているすべての工場又

は事務所その他の事業場（以下「工場等」

という。）における燃料（エネルギーの使

用の合理化に関する法律（昭和54年法律第

49号。以下「省エネ法」という。）第２条

第２項に規定する燃料をいう。）並びに他

人から供給された熱（省エネ法第２条第１
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項に規定する熱をいう。）及び他人から供

給された電気（省エネ法第２条第１項に規

定する電気をいう。）の使用量をそれぞれ

エネルギーの使用の合理化に関する法律

施行規則（昭和54年通商産業省令第74号）

第４条の規定により原油の数量に換算し

た量を合算した量（以下「原油換算エネル

ギー使用量」という。）が前年度において

1,500キロリットル以上である事業者 

(２) 省エネ法第19条第１項に規定する連

鎖化事業を行う者のうち、当該者が県内に

設置しているすべての工場等及び当該連

鎖化事業に加盟する者が県内に設置して

いる当該連鎖化事業に係るすべての工場

等における原油換算エネルギー使用量が

前年度において1,500キロリットル以上で

ある事業者 

(３) 道路運送法（昭和26年法律第183号）

第２条第２項に規定する自動車運送事業

を営む者であって、使用の本拠の位置を県

内に登録している自動車の前年度の末日

における総数が、次に掲げる要件のいずれ

かに該当する事業者 

ア 貨物自動車運送事業法（平成元年法律

第83号）第２条第２項に規定する一般貨

物自動車運送事業の用に供する自動車

（被けん引車（自動車のうち、けん引し

て陸上を移動させることを目的として

製作した用具であるものをいう。）を除

く。）の数が200台以上であること。 

イ 道路運送法第３条第１号に規定する

一般旅客自動車運送事業（同号ハに規定

する一般乗用旅客自動車運送事業を除

く。）の用に供する自動車の数が200台

以上であること。 

ウ 道路運送法第３条第１号ハに規定す

る一般乗用旅客自動車運送事業の用に

供する自動車の数が350台以上であるこ

と。 

（取組計画） 

第５条 条例第８条第１項の規定による取組

計画の作成は、取組計画を提出する日の属す

る年度の初日から当該年度の翌々年度の末

日まで（以下「計画期間」という。）を対象

とし、事業者取組計画書（様式第１号）に温

室効果ガス排出量内訳書（様式第２号）を添

付して行うものとする。 

２ 条例第８条第１項の規定による取組計画

の提出は、計画期間の初年度の７月末日まで

に行うものとする。 
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２ 取組計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

(１) 当該事業活動に伴う温室効果ガス総

排出量に関する目標 

(２) 前号の目標を達成するために行う取

組に関する事項 

(３) その他当該事業活動に伴う温室効果

ガスの排出の抑制等に関し規則で定める

事項 

 

 

３ 知事は、第１項の規定により取組計画が提

出されたときは、速やかにその概要を公表す

るものとする。ただし、当該取組計画を提出

した特定事業者（以下「計画事業者」という。）

が公表を希望しない場合において、それが当

該計画事業者の権利利益（法第21条の３第１

項に規定する権利利益をいう。）が害される

おそれがあることその他正当な事由による

ものであると認められるときは、この限りで

ない。 

４ 計画事業者は、取組計画について規則で定

める変更をしたときは、規則で定めるところ

により、知事に届け出なければならない。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画事業者は、規則で定めるところによ

り、毎年、取組計画の達成状況を知事に報告

しなければならない。 

 

 

 

６ 第３項の規定は、第４項の規定による届出

又は前項の規定による報告があったときに

ついて準用する。 

 

（特定事業者以外の取組計画） 

第９条 特定事業者以外の事業者は、取組計画

を作成し、知事に提出することができる。 

２ 知事は、前項の規定により取組計画が提出

 

 

 

 

 

 

第６条 条例第８条第２項第３号の規則で定

める事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 条例第10条の取組 

(２) 地球温暖化対策に資する社会貢献活

動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組計画の変更） 

第７条 条例第８条第４項（条例第９条第３項

で準用する場合を含む。次項において同じ。）

の規則で定める変更は、次に掲げるものとす

る。 

(１) 工場等の新たな設置及び廃止に係る変

更 

(２) 条例第８条第２項第１号に規定する当

該事業活動に伴う温室効果ガス総排出量

に関する目標に係る変更（前号の規定に

該当するものを除く。） 

２ 条例第８条第４項の規定による変更の届

出は、変更後速やかに当該変更の内容を反映

させて内容を修正した第５条第１項に規定

する書類を提出して行うものとする。 

（達成状況の報告） 

第８条 条例第８条第５項（条例第９条第３項

で準用する場合を含む。）の規定による報告

は、事業者達成状況報告書（様式第３号）に

より、計画期間内の各年度について、報告に

係る年度の翌年度の７月末までに行うもの

とする。 
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されたときは、速やかにその概要を公表する

ものとする。ただし、当該取組計画を提出し

た事業者が公表を希望しないときは、この限

りでない。 

３ 前条第４項及び第５項の規定は、第１項の

規定により取組計画を提出した事業者につ

いて準用する。この場合においては、前項の

規定を準用する。 

（寄与的取組） 

第10条 他の者の温室効果ガスの排出の抑制

等（再生可能エネルギーの利用、森林保全そ

の他の規則で定める方法によるものに限

る。）に寄与するための取組であって規則で

定めるものを行う事業者は、取組計画の作成

又はその達成状況の報告に当たり、当該寄与

に係る温室効果ガスの排出削減量又は吸収

量として規則で定めるところにより算定し

た量も自らの事業活動に伴う温室効果ガス

の排出削減量とみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（寄与的取組） 

第９条 条例第10条の規則で定める方法は、次

に掲げるものとする。 

 (１) 再生可能エネルギーの利用 

 (２) 森林保全 

 (３) 電気、ガスその他のエネルギーの使用

の合理化 

２ 条例第 10 条の規則で定める取組は、次の

表の左欄に掲げる取組とし、同条の規定によ

り自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排

出削減量とみなすことができる量は、同表の

左欄に掲げる取組に応じ、それぞれ同表の右

欄に掲げる算定方法により算定した量とす

る。 

(１) 再生可能エネ

ルギーの利用に

よる電力又は熱

の供給 

ア 再生可能エネル

ギーの利用により

供給された電力に

ついては、当該電気

の量（キロワット時

で表した量をい

う。）に、当該電気

の１キロワット時

当たりの使用に伴

い排出されるトン

で表した二酸化炭

素の量として特定

排出者の事業活動

に伴う温室効果ガ

スの排出量の算定

に関する省令（平成

18年経済産業省・環

境省令第３号。以下

この表において「省

令」という。）第２

条第４項に定める

係数を乗じて算定

した量 

イ 再生可能エネル

ギーの利用により

供給された熱につ

いては、当該熱の量

（ギガジュールで
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（取組の指導等） 

第11条 知事は、第８条第１項若しくは第９条

第１項の規定による提出又は第８条第４項

若しくは第５項（これらの規定を第９条第３

項において準用する場合を含む。）の規定に

よる届出若しくは報告を受けた場合におい

表した量をいう。）

に、当該熱の１ギガ

ジュール当たりの

使用に伴い排出さ

れるトンで表した

二酸化炭素の量と

して省令第２条第

６項に定める係数

を乗じて算定した

量 

(２) 再生可能エネ

ルギーの利用に

よる二酸化炭素

の排出削減の量

又はこれに換算

することができ

る価値の量を表

すもの（知事が別

に定める認証制

度による認証を

受けたものに限

る。）の購入 

認証された二酸化炭

素の排出削減の量又

は認証された価値の

量を知事が別に定め

る方法により二酸化

炭素排出削減量に換

算した量 

(３) 森林保全によ

る二酸化炭素吸

収量を表すもの

（知事が別に定

める認証制度に

よる認証を受け

たものに限る。）

の購入 

認証された二酸化炭

素吸収量 

 

(４) 電気、ガスそ

の他のエネルギ

ーの使用の合理

化による二酸化

炭素の排出削減

の量又はこれに

換算することが

できる価値の量

を表すもの（知事

が別に定める認

証制度による認

証を受けたもの

に限る。）の購入 

認証された二酸化炭

素の排出削減の量又

は認証された価値の

量を知事が別に定め

る方法により二酸化

炭素排出削減量に換

算した量 
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て、当該提出又は届出若しくは報告をした事

業者が行う自らの事業活動に伴う温室効果

ガスの排出の抑制等のための取組（前条に規

定する取組を含む。）が十分でないと認める

ときは、当該事業者に対し、当該取組の見直

しその他必要な措置を講ずるよう指導する

ものとする。 

２ 知事は、特定事業者が次の各号のいずれか

に該当する場合には、当該特定事業者に対

し、必要な措置を講じるよう勧告を行い、そ

の旨を公表することができる。 

(１) 第８条第１項の規定に違反して、取組

計画を提出しないとき。 

(２) 第８条第４項の規定に違反して、取組

計画の変更の届出をしないとき。 

(３) 第８条第５項の規定に違反して、取組

計画の達成状況の報告をしないとき。 

(４) 前項の規定による指導に従わないと

き。 

３ 知事は、前項の規定による勧告を行おうと

するときは、あらかじめ鳥取県環境審議会の

意見を聴くものとする。この場合において

は、その特定事業者に対し、鳥取県環境審議

会において弁明する機会を付与する。 

 

第４章 自動車等の使用に係る温室効果ガ

スの排出の抑制等 

（公共交通機関等の利用） 

第12条 自動車等（道路運送車両法（昭和26年

法律第185号）第２条第２項に規定する自動

車及び同条第３項に規定する原動機付自転

車をいう。以下同じ。）を使用する者は、自

動車等（公共交通機関として使用されるもの

を除く。次項において同じ。）の使用に代え

て、公共交通機関、自転車その他の温室効果

ガスの排出がより少ない交通手段を利用す

るよう努めるものとする。 

２ 自動車等を使用して通勤又は業務を行う

従業員を雇用する事業者は、当該従業員に通

勤又は業務における自動車等の使用を控え

させるため必要な取組を行うよう努めるも

のとする。 

（駐停車中のエンジン停止） 

第13条 自動車等を運転する者は、その駐車

（自動車等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、

故障その他の理由により継続的に停止する

こと、又は自動車等が停止し、かつ、当該自

動車等の運転をする者がその自動車等を離

れて直ちに運転することができない状態に

あることをいう。以下同じ。）又は停車（自

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（駐停車中のエンジン停止の適用除外） 

第 10条 条例第 13条第１項の規則で定める場

合は、次の各号のいずれかに該当する場合と

する。 

(１) 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）

その他法令の規定若しくは警察官の命令

により、又は危険を防止するため、自動車

等を一時停止する場合 
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動車等が停車することで駐車以外のものを

いう。以下同じ。）中は、信号機（道路交通

法（昭和35年法律105号）第２条第１項第14

号に規定する信号機をいう。）の表示する信

号に従う場合、渋滞による場合その他規則で

定める場合を除き、当該自動車等のエンジン

を停止するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業活動に自動車等を使用する事業者は、

当該自動車等を運転する者に前項の規定を

遵守させるため必要な取組を行うよう努め

るものとする。 

３ 自動車等を駐車するための施設又は保管

するための施設を設置し、又は管理する者

は、当該施設を利用する者に対し、駐車中は

そのエンジンを停止しなければならないこ

とを看板の掲出その他の方法により周知す

るものとする。 

 

（推進事業者等の認証） 

第14条 知事は、事業活動に使用されている自

動車等の駐車又は停車中におけるエンジン

(２) 道路交通法施行令（昭和 35年政令第

270 号）第 13条に規定する自動車として使

用する場合 

(３) 警察法（昭和 29年法律第 162 号）第

２条第１項に規定する警察の責務遂行の

ために自動車等を使用する場合 

(４) 災害救助、医療活動その他県民の生命

又は身体を保護するために自動車等を使

用する場合 

(５) 駐停車時エンジン停止（自動車等が駐

車し、又は停車している間に当該自動車等

のエンジンを停止することをいう。以下同

じ。）を実施することにより、自動車等の

客室内の温度が著しく高温又は低温にな

り、乗員、乗客又は同乗者の健康又は安全

に危害を及ぼすおそれがある場合 

(６) 乗合自動車停車所、停車帯又はこれら

に類する施設がない場所で、乗客又は同乗

者が乗降するために自動車等を停車する

場合 

(７) 土木工事として行われる作業、貨物の

冷蔵その他走行以外の用途を有する自動

車等において、駐車又は停車の間に当該自

動車等のエンジンを当該用途の動力とし

て使用する場合（自動車等の客室内の冷房

又は暖房を行うために使用する場合を除

く。） 

(８) 駐停車時エンジン停止を実施する時

間が短時間（ディーゼルエンジンの場合に

あってはおおむね 30 秒以下、その他のエ

ンジンの場合にあってはおおむね 10 秒以

下をいう。）となる場合 

(９) 前各号に掲げる場合のほか、駐停車時

エンジン停止を実施しないことについて

やむを得ない事情があると認められる場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（駐停車時エンジン停止推進事業者） 

第 11条 条例第 14条第１項の規定による駐停

車時エンジン停止推進事業者（以下「推進事
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の停止について、規則で定めるところによ

り、その推進に積極的に取り組むと認められ

る事業者を、その者からの申請に基づき、駐

停車時エンジン停止推進事業者として認証

するものとする。この場合においては、当該

事業者の氏名（事業者が団体である場合にあ

っては、その名称及び代表者の氏名）及び当

該取組を推進する事業所の所在地を公表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 知事は、事業活動に使用されていない自動

車等（事業活動に使用される自動車等が、事

業活動以外に使用されている場合における

当該自動車等を含む。）の駐車又は停車中に

おけるエンジンの停止について、規則で定め

るところにより、その推進に積極的に取り組

むと認められる者を、その者からの申請に基

づき、駐停車時エンジン停止推進者として認

業者」という。）の認証は、次の各号のいず

れかに該当する法人等の中から知事が行う

ものとする。 

(１) 県内において事業活動を行う法人 

(２) 県内において事業活動を行う個人 

(３) 県内において事業活動を行う団体（第

１号に掲げる法人を除く。） 

２ 条例第 14 条第１項の規定による申請は、駐

停車時エンジン停止推進事業者認証申請書

（様式第４号）に知事が別に定める実施計画

書を添付して行うものとする。 

３ 知事は、条例第 14 条第１項の規定により推

進事業者の認証をしたときは、前項の申請書

を提出した者に、認証証明書を交付するもの

とする。 

４ 推進事業者の認証を受けた者（以下この条

において「認証事業者」という。）は、第２

項の申請書に記載した事項を変更しようとす

るときは、変更の内容を記載した書面に前項

の認証証明書の写しを添付し、知事に提出す

るものとする。 

５ 認証事業者は、毎年度の取組状況について、

翌年度の４月末日までに知事が別に定める実

績報告書を知事に提出するものとする。 

６ 知事は、前項の実績報告書が提出されない

とき、又は取組状況が十分でないと認めると

きは、認証事業者に必要な助言又は指導を行

うものとする。 

７ 知事は、前項の指導に従わない認証事業者

について、推進事業者の認証を取り消すこと

ができる。 

８ 知事は、前項の取消しを行う場合は、理由

を付して認証事業者にその旨を通知するもの

とする。 

９ 推進事業者の認証が取り消された者は、速

やかに第３項の認証証明書を知事に返納しな

ければならない。 

10 認証事業者は、自らその認証の取消しを希

望するときは、その旨及びその理由を記載し

た書面に第３項の認証証明書を添付して、知

事に届け出るものとする。 

（駐停車時エンジン停止推進者） 

第 12条 条例第 14条第２項の規定による駐停

車時エンジン停止推進者（以下この条におい

て「推進者」という。）の認証は、次のいず

れかに該当する個人等の中から知事が行う

ものとする。 

(１) 県内において自動車等の運転を行う

個人 

(２) 県内において自動車等の運転を行う
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証するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適正な整備等） 

第15条 自動車等を使用する者は、当該自動車

等を適正に整備し、及び適切に運転して、温

室効果ガスの排出を最少限にとどめるよう

努めるものとする。 

２ 自動車等を使用する者は、温室効果ガスの

排出量がより少ない自動車等の使用に努め

るものとする。 

（自動車販売時の説明） 

第16条 自動車（過去に道路運送車両法第58条

第１項に規定する自動車検査証の交付を受

けていないものに限る。以下同じ。）の販売

業を県内の店舗において営む者は、自動車を

購入しようとする者に対し、当該自動車の温

室効果ガスの排出量その他規則で定める事

項を説明するものとする。 

 

第５章 電気機器等の使用等に係る温室

効果ガスの排出の抑制等 

（省エネルギー型機器の使用） 

第17条 電気、ガスその他のエネルギー（エネ

ルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54

年法律第49号）第２条第１項に規定するエネ

ルギーをいう。以下同じ。) を消費する機械

器具等（以下「電気機器等」という。）を使

用する者は、エネルギーの消費量との対比に

おける性能（以下「省エネルギー性能」とい

う。）がより高いものを使用するよう努める

ものとする。 

（省エネルギー性能の説明）  

第18条 電気機器等（県内において多数が使用

され、かつ、その使用に際し相当量のエネル

個人により構成される団体（前条第１項第

１号の法人を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項第２

号の個人又は第３号の団体で推進事業者の認

証を受けたものは、推進者の認証を受けるこ

とができない。 

３ 条例第 14 条第２項の規定による申請は、駐

停車時エンジン停止推進者認証申請書（様式

第５号）により行うものとする。 

４ 知事は、前項の申請書の提出を受けたとき

は、推進者の認証をしたことを証する紙を交

付するものとする。 

５ 推進者の認証を受けた者は、その認証の取

消しを希望する旨及びその理由を記載した書

面を知事に提出してその認証の取消しを受け

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自動車販売時の説明） 

第13条 条例第16条の規則で定める事項は、燃

料の種別及び省エネ法第80条第１号に規定

するエネルギー消費効率とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電気機器等） 

第14条 条例第18条の規則で定める電気機器

等は、次に掲げるものとする。 

(１) エアコンディショナー（エネルギーの
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ギーを消費するものとして規則で定めるも

のに限る。）の販売業を県内の店舗において

営む者は、当該店舗に陳列した当該電気機器

等の見やすい位置に、その省エネルギー性能

に関する表示（規則で定めるものに限る。）

を行い、当該電気機器等を購入しようとする

者に対し、その省エネルギー性能について説

明するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 建築物に係る温室効果ガスの排出

の抑制等 

（特定建築主の環境配慮計画） 

第19条 建築物の新築、増築、改築その他の行

為（規則で定める規模又は内容のものに限

る。以下「新築等」という。）をしようとす

る者（以下「特定建築主」という。）は、規

則で定めるところにより、当該建築物におけ

る温室効果ガスの排出の抑制等に関する計

画（以下「環境配慮計画」という。）を作成

し、知事に提出しなければならない。 

 

使用の合理化に関する法律施行令（昭和54

年政令第267号。以下「省エネ法施行令」

という。）第21条第２号に規定するエアコ

ンディショナーのうち、直吹きで壁掛け形

のものをいう。） 

(２) テレビジョン受信機（省エネ法施行令

第21条第４号に規定するテレビジョン受

信機をいう。） 

(３) 電気冷蔵庫（省エネ法施行令第21条第

10号に規定する電気冷蔵庫をいう。） 

(４) 電気便座（省エネ法施行令第21条第16

号に規定する電気便座をいう。） 

(５) ジャー炊飯器（省エネ法施行令第21条

第19号に規定するジャー炊飯器をいう。） 

(６) 照明器具（照明用途の発光ダイオード

を主光源とする照明器具をいう。） 

(７) 前各号に掲げるもののほか、知事が別

に定めるもの 

（省エネルギー性能情報に関する表示） 

第15条 条例第18条の規則で定める省エネル

ギー性能に関する表示は、次に掲げるものと

する。 

(１) 前条第１号から第５号までに掲げる

電気機器等については、省エネ法第86条の

規定を実施するために経済産業省が別に

定めた表示方法 

(２) 前条第６号に掲げる照明器具につい

ては、知事が別に定める方法により算定し

た年間消費電力量又は１年間使用した場

合の目安となる電気料金（以下この号にお

いて「年間消費電力量等」という。）を、

照明用途の発光ダイオード以外の光源を

主光源とする照明器具の年間消費電力量

等と対比したもの 

(３) 前条第７号に掲げる電気機器等につ

いては、知事が別に定めるもの 

 

 

 

（建築物の規模） 

第16条 条例第19条第１項の規則で定める規

模は、床面積（増築又は改築の場合にあって

は、当該増築又は改築に係る部分の床面積）

の合計が2,000平方メートル以上とする。 

（環境配慮計画書等） 

第17条 条例第19条第１項の規定による環境

配慮計画の作成は、建築物環境配慮計画書

（様式第６号）により行うものとする。 

２ 建築物環境配慮計画の提出は、当該建築物

の新築等に係る工事着手予定日の21日前ま
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２ 環境配慮計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

(１) 当該建築物の名称及び所在地 

(２) 当該建築物の用途及び概要 

(３) 当該建築物における温室効果ガスの

排出の抑制等のため、当該建築物について

行う措置 

(４) その他当該建築物に係る温室効果ガス

の排出の抑制等のため把握しておく必要

があるものとして規則で定める事項 

３ 知事は、第１項の規定により環境配慮計画

が提出されたときは、速やかにその概要を公

表するものとする。 

４ 第１項の規定により環境配慮計画を提出

した特定建築主は、当該建築物の新築等が完

了するまでの間に、環境配慮計画について規

則で定める変更をするときは、規則で定める

ところにより、知事に届け出るとともに、当

該新築等が完了したときは、規則で定めると

ころにより、知事に報告しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第３項の規定は、前項の規定による届出又

は報告があったときについて準用する。 

（特定建築主以外の環境配慮計画） 

第20条 特定建築主以外の建築主は、環境配慮

計画を作成し、知事に提出することができ

る。 

２ 知事は、前項の規定により環境配慮計画が

提出されたときは、速やかにその概要を公表

するものとする。ただし、当該環境配慮計画

を提出した建築主が公表を希望しないとき

は、この限りでない。 

３ 前条第４項の規定は、第１項の規定により

環境配慮計画を提出した建築主について準

用する。この場合においては、前項の規定を

準用する。 

（環境配慮の指導等） 

第21条 知事は、第19条第１項若しくは前条第

１項の規定による提出又は第19条第４項（前

条第３項において準用する場合を含む。）の

規定による届出若しくは報告を受けた場合

でに行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 条例第19条第２項第４号の規則で定める

事項は、知事が別に定める鳥取県建築物環境

総合性能評価システムによる当該建築物の

環境への配慮に係る性能に関する評価結果

とする。 

 

４ 条例第19条第４項（条例第20条第３項で準

用する場合を含む。次項及び第６項において

同じ。）の規則で定める変更は、次に掲げる

ものとする。 

(１) 建築物の床面積が増加するもの 

(２) 前項に定める評価結果が、変更前と同

等以上とならないもの 

５ 条例第19条第４項の規定による変更の届

出は、建築物環境配慮計画変更届出書（様式

第７号）により、当該変更に係る工事に着手

しようとする前に行うものとする。 

６ 条例第19条第４項の規定による完了の報

告は、建築物工事完了報告書（様式第８号）

により、当該工事の完了後速やかに行うもの

とする。 
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において、当該提出又は届出若しくは報告に

係る建築物について行われる温室効果ガス

の排出の抑制等のための措置が十分でない

と認めるときは、その建築主に対し、当該措

置の見直しその他必要な措置を講じるよう

指導するものとする。 

２ 知事は、特定建築主が次の各号のいずれか

に該当するときは、当該特定建築主に対し、

必要な措置を講ずるよう勧告を行い、その旨

を公表することができる。 

(１) 第19条第１項の規定に違反して、環境

配慮計画を提出しないとき。 

(２) 第19条第４項の規定に違反して、環境

配慮計画の変更の届出又は新築等の完了

の報告をしないとき。 

(３) 前項の規定による指導に従わないと

き。 

３ 第11条第３項の規定は、前項の規定による

勧告を行おうとするときについて準用する。

この場合において、第11条第３項中「特定事

業者」とあるのは「特定建築主」と読み替え

るものとする。 

 

第７章 雑則 

（報告又は資料の提出等） 

第22条 知事は、第３章の規定の施行に必要な

限度において、事業活動に伴い温室効果ガス

を排出する者に対し、その事業活動の状況に

関し報告させ、又は資料の提出を求めること

ができる。 

２ 知事は、第６章の規定の施行に必要な限度

において、建築主に対し、その建築物の設計、

施工若しくは維持保全に係る事項に関し報

告させ、又は資料の提出を求めることができ

る。 

 

（規則への委任） 

第23条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年６月１日から施行す

る。ただし、第３章、第６章、第22条及び附

則第３項の規定は、平成22年４月１日から施

行する。 

（エンジン停止条例の廃止） 

２  鳥取県駐車時等エンジン停止の推進に関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

第18条 この規則に定めるもののほか、この規

則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定

める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただ

し、第４条から第９条まで、第16条及び第17

条の規定は、平成22年４月１日から施行す

る。 

（鳥取県駐車時等エンジン停止の推進に関す

る条例施行規則の廃止） 

２ 鳥取県駐車時等エンジン停止の推進に関
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する条例（平成16年鳥取県条例第46号。以下

「エンジン停止条例」という。）は、廃止す

る。 

（適用） 

３ 第19条の規定は、平成22年４月１日以後に

エネルギーの使用の合理化に関する法律第7

5条第１項の規定による届出が提出される新

築等について適用する。 

（エンジン停止条例の廃止に係る経過措置） 

４ この条例の施行の際現にエンジン停止条

例第８条第１項の規定による認証を受けて

いる事業者は、当該認証に係る事業所につい

て、第14条第１項の規定による認証を受けて

いるものとみなす。 

５ この条例の施行の際現にエンジン停止条

例第８条第２項の規定による認証を受けて

いる者は、第14条第２項の規定による認証を

受けているものとみなす。 

（検討） 

６ 知事は、この条例の目的を達成するため、

地球温暖化の防止に係る技術水準の向上、社

会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の規

定及びその実施状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要があると認められる

ときは、所要の措置を講ずるものとする。 

する条例施行規則（平成17年鳥取県規則第６

号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 第５条第２項の規定にかかわらず、平成22

年度を初年度とする計画期間の取組計画の

提出は、平成22年11月末日までに行うものと

する。 

 



 

鳥取県地球温暖化対策条例についての問合わせ先 

鳥取県生活環境部環境立県推進課 

〒680-8570 鳥取市東町一丁目 220 番地 

電話：0857-26-787５  ファクシミリ：0857-26-8194 

電子メール：kankyourikken@pref.tottori.jp 

ホームページ：http://www.pref.tottori.lg.jp/ondanka-jourei/ 


